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告    示 

 
那覇市告示第７７号  

平成２１年７月１７日  

掲 示 済  

 
個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 
那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市告示第８２号  

平成２１年８月３日  

    
市長等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うこととする行政手続

等に関する告示の一部改正について（情報政策課） 
 

市長等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うこととする行政手続等に

関する告示（平成１７年那覇市告示第７６号）の一部を次のように改正する。 

 
那覇市長 翁 長 雄 志  

 
別表を次のように改める。 

別表（第１条、第２条関係） 

根拠となる条例

等の名称 
条項 手続等の名称 使用開始日 電子署名

那覇市公園条例

施行規則 
第6条 

有料公園施設使用

許可申請書 
平成17年9月1日 行わない

 

付 則 

 この告示は、平成２１年９月１日から施行する。 

 
 
 

 
那覇市告示第８３号  

平成２１年８月３日  

 

那覇市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について（市民課） 
 

 

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成13年法律

第120号）第３条第１項の規定により、｢那覇市の特定の事務を取り扱わせる郵便局｣

を次のように指定する。 

 
那覇市長 翁 長 雄 志  

 
１ 指定する郵便局の名称 

那覇中央郵便局 

２ 郵便局に取り扱わせる事務 

（１）住民票の写しの交付（当該住民票に記載され、又は記録されている者に対

するものに限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 
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（２）印鑑登録証明書の交付（当該印鑑登録証明書に記載され、または記録され

ている者に対するものに限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 

（３）戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに除かれた戸籍の全部事項

証明書及び個人事項証明書の交付（当該戸籍に記載され、又は記録されて

いる者に対するものに限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 

（４）戸籍の附票の写しの交付（当該戸籍に記載され、又は記録されている者に

対するものに限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 

３ 事務を取り扱わせる期間 

平成２１年８月１日から平成２４年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公    告 
 

那覇市公告第５７号  

平成２１年７月２４日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画事業真嘉比古島第二土地区画整理審議会委員選挙人名簿

の確定及び委員定数について（区画整理課） 
 

平成２１年８月１６日に執行する那覇広域都市計画事業真嘉比古島第二土地区画

整理審議会委員の選挙の選挙人名簿について土地区画整理法施行令(昭和30年政令

第 47 号)第 21 条第 3 項の規定による異議の申し出がなかったので、同法同令第 22

条第1項及び第4項の規定に基づき選挙人名簿を確定し、ならびに選挙すべき委員

の数を次のとおり公告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 宅地の所有者が選挙すべき委員の数         １１人 

２ 宅地について借地権を有する者が選挙すべき委員の数  ２人 
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那覇市公告第５８号  

平成２１年７月２４日  

掲 示 済  

 

指定管理者の指定申請について（商工農水課） 
 

平成２２年４月１日から那覇市ぶんかテンブス館の管理を行う法人を次のとおり

募集します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 名称及び位置 

名 称  那覇市ぶんかテンブス館 

位 置  那覇市牧志３丁目２番１０号 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

那覇市ぶんかテンブス館条例第１９条に定めるもののほか、詳細については那

覇市ぶんかテンブス館指定管理者募集要項及び業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日（３年） 

 

４ 応募資格 

指定期間中、テンブス館の管理運営を円滑かつ安定して実施できる、法人で次

の事項に該当するもの。 

（１）法人が単独で応募する場合 

市内に登記簿上の本店（主たる事務所）を有する法人 

（２）共同企業体での応募の場合 

① 代表者  市内に登記簿上の本店（主たる事務所）を有する法人 

構成員  県内に登記簿上の本店（主たる事務所）を有する法人 

② 共同企業体間で協定を結ぶこと。 

（３）役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

（４）会社更生法及び民事再生法等による手続きをしていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うもので

ないこと。 

（６）甲種防火対象物の防火管理者の資格を有する者を雇用していること（取得

もしくは取得見こみを含む）。 

 

５ 指定申請の方法 

（１）指定管理者指定申請書、募集要項等の配布及び提出場所 

〒９００－０００４ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

新都心銘刈庁舎２階 商工農水課 商工振興グループ 
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（２）提出書類 

※申請書類に係る費用は応募者の負担とし、提出された書類や資料は返却し

ません。 

①那覇市ぶんかテンブス館指定管理者指定申請書(第1号様式) 

②指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の那覇市ぶんかテンブス

館指定管理者事業計画書及び那覇市ぶんかテンブス館指定管理者収支

予算書(様式第２号・第３号・第４号) 

③定款又は寄付行為及び履歴事項全部証明書 

④指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸

借対照表 

ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、

その設立時における財産目録のみとする。 

⑤指定申請の日の属する事業年度における法人の事業計画書及び収支予

算書 

⑥役員の名簿及び履歴書 

⑦組織及び運営に関する事項を記載した書類 

⑧現に行っている業務の概要を記載した書類 

⑨納税証明書 

（１）直近１か年の国税・都道府県税・市町村民税の各納税証明書 

（２）設立１年未満の法人の場合は、代表者の直近１か年の国税・都道府

県税・市町村民税の各納税証明書 

⑩自主興業を実施制作する主任者の経歴及び実務経験履歴を記載した書

類 

⑪前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

６ 那覇市ぶんかテンブス館指定管理者指定申請書及び募集要項の配布期間 

平成２１年７月２４日（金）から平成２１年８月２４日（月）まで 

午前９時から午後５時１５分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

 

７ 申請書類の受付期間 

平成２１年８月１０日（月）から平成２１年８月２４日（月）まで 

午前９時から午後５時１５分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

 

８ 提出方法 

提出書類および提出書類の電子ファイル（CD-ROM）上記の受付期間内に持参し

てください。(郵送、ＦＡＸ等による受付は行いません。) 

 

９ 問い合わせ先 

〒９００－０００４ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

新都心銘刈庁舎２階 商工農水課 商工振興グループ 

ＴＥＬ ０９８－９５１－３２１２ 

ＦＡＸ ０９８－９５１－３２１３ 
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那覇市公告第６０号  

平成２１年７月２７日  

掲 示 済  

 

住民票の職権消除の公示について（市民課） 
 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第４項の規定により公

示する。 

※ ただし、職権消除対象者名は省略する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

 

那覇市公告第６５号  

平成２１年８月３日  

 

那覇市ＤＶ被害者等生活支援給付金給付事業実施要綱の一部を改正する要

綱について（平和交流・男女参画室） 
 

那覇市ＤＶ被害者等生活支援給付金給付事業実施要綱（平成２１年那覇市公告第

３９号）の一部を次のように改正する。 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

改正前 改正後 

（給付対象者及び申請・受給者） 

第２条【略】 

 

 

 

 

２【略】 

 

（給付対象者及び申請・受給者） 

第２条【略】 

２ 市長が特に必要があると認める

者は、前項の規定にかかわらず、給付

対象者とすることができる。 

３【略】 

 

備考  

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応す

る改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合に

は、当該改正後部分を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正

後部分に改める。 

付 則 

この要綱は、平成２１年８月３日から施行し、改正後の那覇市ＤＶ被害者等生活

支援給付金給付事業実施要綱の規定は、平成２１年６月１日から適用する。 
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上下水道局告示 

 
那覇市上下水道局告示第１０号  

平 成 ２ １ 年 ７ 月 ８ 日  

掲 示 済  

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について（上下水道局給排

水設備課） 
 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第１０条第１項の規定に基づき、 

別紙のとおり告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加 

登録 

番号 
事業者 事業所の所在地 代表者 指定年月日 

３７６ 仲村水道工事社 
うるま市勝連平安名

1590-1番地 
仲村 淳一 平成21年 5月 1日

 

 

 

 

那覇市上下水道局告示１１号  

平 成 ２ １ 年 ７ 月 ８ 日  

掲 示 済  

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止について（上下水道局給排

水設備課） 
 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第１０条２項の規定に基づき、別

紙のとおり告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者廃止名簿 

登録 

番号 
事業者 事業所の所在地 代表者 

６９ 有限会社末吉設備 浦添市字前田６１４番地１ 末吉 忠雄 
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那覇市上下水道局告示第１２号  

平 成 ２ １ 年 ７ 月 ２ １ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について（上下水道局給排水設備課） 
 

那覇市下水道条例第１６条第２項の規定に基づき、次のとおり異動があるので告

示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

指定（登録）番号  第１６３号 

指定工事店名    沖縄水質改良 株式会社  

営業所所在地    那覇市曙３丁目２０番１２号 

代表者名      天願 智一 

指定の有効期間   平成１８年４月１日 

          平成２３年３月３１日 

異動年月日     平成２１年７月１日 

異動事由      代表者の変更 

 

指定（登録）番号  第１７８号 

指定工事店名    有限会社 末吉設備  

営業所所在地    浦添市字前田６１４番地１ 

代表者名      末吉 忠雄 

取消し日      平成２１年７月１日 

取消し理由     廃業 

 

指定（登録）番号  第２５５号 

指定工事店名    有限会社 丸友設備 

営業所所在地    八重瀬町字長毛９５番地６ 

代表者名      桃原 直樹 

指定の有効期間   平成１７年４月１日 

          平成２２年３月３１日 

異動年月日     平成２１年７月８日 

異動事由      住所の変更 
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那覇市上下水道局告示第１３号  

平 成 ２ １ 年 ７ 月 ２ ２ 日  

掲 示 済  

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止について（上下水道局給排

水設備課） 
 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第１０条２項の規定に基づき、別

紙のとおり告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者廃止名簿 

登録 

番号 
事業者 事業所の所在地 代表者 

１５９ 株式会社丸吉産業 那覇市西２丁目６番１１号 下地 英吉 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会規則 
 

那覇市教育委員会規則第１４号  

平 成 21 年 ７ 月 １ ３ 日  

公 布 済  

 

 那覇市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

那覇市教育委員会     

委員長 西 原 篤 一  
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那覇市立小学校および中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する

規則（教育委員会総務課） 
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